
生活・福祉の総合相談窓口

相談無料、秘密厳守

　仕事や就職活動、借金、滞納、
子どもの入学費用準備など、あな
たの生活・福祉に関する悩み、困
り事の解決を支援します。
※家族や身近な方からもご相談い
ただけます

「どうしよう」を
　　 相談しよう！

日平日午前９時～午後５時

社会福祉法人下関市社会福祉協議会
【本　　所】☎232－2003（貴船町）
【菊川支所】☎287－0126（下岡枝）
【豊田支所】☎766－0641（矢田）
【豊浦支所】☎774－1122（川棚）
【豊北支所】☎782－1745（滝部）

ひ
と
り
親
家
庭
の

親
の
資
格
取
得
を
支
援
し
ま
す

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
、
母
で
就
職
に

有
利
な
資
格
取
得
の

た
め
に
修
業
機
関
で

修
業
す
る
方
が
、
生

活
状
況
・
所
得（
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

で
き
る
程
度
の
所
得
）・
修
業
先
な
ど
一

定
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
、
給
付
金

が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
子

育
て
を
し
な
が
ら
の
就
労
や
修
業
に
不

安
を
感
じ
て
い
る
方
、
一
度
相
談
に
来

ま
せ
ん
か
。（
要
予
約
／
申
請
に
は
事
前

面
談
が
必
要
）

対
市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母
か
父
子

家
庭
の
父
で
、
看
護
師
や
介
護
福
祉
士

な
ど
就
職
に
有
利
な
資
格
の
取
得
を
目

指
し
て
い
る
方

申
問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−
１
３
５
８
）

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
の

貸
付
に
つ
い
て

　
進
学
に
係
る
費
用
や
就
職
の
準
備
金

な
ど
、
必
要
な
資
金
の
貸
付
制
度
で
す
。

申
請
か
ら
貸
し
付
け
ま
で
最
長
２
カ
月

か
か
り
ま
す
の
で
、
早
め

に
相
談
を
。
※
貸
し
付
け

に
は
一
定
の
条
件
あ
り　

※
申
請
後
の
審
査
に
よ
り
、
貸
付
金
額

の
減
額
や
、
貸
し
付
け
が
で
き
な
い
場

合
あ
り

対
市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母
・
父
子

家
庭
の
父
・
寡
婦
、
父
母
の
い
な
い
児

童　
※
現
在
の
収
入
で
必
要
な
経
費
を

賄
え
る
場
合
は
対
象
外　
申
▽
申
請
期

限
＝
毎
月
10
日　
※
申
請
前
に
事
前
面

談
が
必
要（
要
予
約
）※
受
け
付
け
＝
平

日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

申
問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
３
５
８
）

ご
存
知
で
す
か

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

　
「
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
」と
は
絵
本
を
介

し
て
赤
ち
ゃ
ん
と
周

り
の
大
人
が
心
安
ら

ぐ
楽
し
い
語
り
合
い

の
ひ
と
と
き
を
持
つ

こ
と
を
応
援
す
る
運

動
で
す
。
絵
本
は
１
歳
６
カ
月
児
健
康

診
査
の
会
場
で
読
み
聞
か
せ
を
行
い
、

お
渡
し
し
ま
す
。

持
母
子
健
康
手
帳

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
３
５
３
）

高
齢
者
の
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
を
交
付
し
ま
す

　
所
得
税
法
・
地
方
税
法
上
の
障
害
者

控
除
対
象
者
で
あ
る
こ
と
の
認
定
書
を

交
付
し
ま
す
。
確
定
申
告
の
際
の
添
付

資
料
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

対
平
成
29
年
12
月
31
日
現
在
、
精
神
や

身
体
に
障
害
が
あ
り
、
身
体
障
害
者
手

帳
な
ど
を
持
っ
て
い
な
い
65
歳
以
上
の

高
齢
者
の
う
ち
、
要
介
護
・
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
る
方
や
寝
た
き
り
の
方

で
、
基
準
に
該
当
す
る
方
　
持
介
護
保

福
祉
・医
療

険
被
保
険
者
証
、
印
鑑　
※
親
族
の
方

が
申
請
す
る
場
合
は
、
親
族
の
方
の
印

鑑
、
身
分
証
明
書
　
申
１
月
15
日（
月
）

か
ら
、
長
寿
支
援
課
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

問
長
寿
支
援
課（
☎
231−

１
３
４
０
）

緊
急
通
報
装
置
の
設
置

　
簡
単
な
操
作
で
通
報
で
き
る
緊
急
通

報
装
置
を
設
置
し
、
緊
急
時
の
迅
速
な

対
応
を
可
能
に
し
ま
す
。

対
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し

高
齢
者
の
方
、
高
齢
者
の
み

の
世
帯
の
方
、
一
人
暮
ら
し

の
重
度
身
体
障
害
者
の
方
な
ど
で
、
次

の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
方　
▽
市

内
に
居
住
し
、
在
宅
で
生
活
し
て
い
る　

▽
心
筋
梗
塞
、
脳
出
血
な
ど
の
既
往
症

な
ど
に
よ
り
、
緊
急
時
の
対
応
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
　
内
利
用
者
負

担　
▽
住
民
税
課
税
世
帯
＝
月
額
540
円

▽
住
民
税
非
課
税
世
帯
＝
無
料

問
長
寿
支
援
課（
☎
231−

１
３
４
０
）

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
287−

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
766−

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
772−

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
782−

１
９
２
２
）

被
用
者
保
険
被
扶
養
者
の
国
保
加
入

　
こ
れ
ま
で
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者

で
あ
っ
た
方
が
後
期
高
齢
者
医
療
に
移

行
す
る
場
合
、
そ
の
方
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
方
は
、
他
の
被
用
者
保
険
の
被

保
険
者
や
被
扶
養
者
に
な
ら
な
い
限
り
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
資
格
喪
失
後
14
日
以
内
に
、
資
格
喪

失
証
明
書
と
印
鑑
、
個
人
番
号
カ
ー
ド

か
通
知
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
で
き
る
も

の（
運
転
免
許
証
な
ど
）を
持
っ
て
、
保

保
険
・
年
金

　子どもが病気の時に、保護者が仕事などの理由で
家庭で保育できない場合、一時的に預かります。
※連続の利用は原則７日以内
対０歳〜小学６年生までの病気の子ども　日平日＝
午前８時〜午後６時、土曜日＝午前８時〜午後２時　
※日曜日、祝日、お盆、年末年始は利用不可　所す
こやかルーム（うめだ小児科／☎245-5691）、わかば
病児保育所（昭和病院／☎233-0548）、おひさまキッ
ズハウス（青葉こどもクリニック／☎256-2865）、病
児保育室ここいえ（かねはら小児科／☎250-9876）　
料 ▽市民税課税世帯…2,000円／日　 ▽市民税非課税
世帯・生活保護世帯…1,000円／日　申事前に登録申
請書の提出を。※利用の時は、病児・病後児保育指
示書（病院での診察の際にもらってください）が必要 
問こども家庭課（☎231-1353）

病気の子どもを一時的に預かります

病児保育 のご案内

平成30年１月号 18
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